・本合意書は、農林水産省の委託プロジェクト研究において、プロジェクト参加者間で締結されるデータ合意書のひな形として提示するものです（最終改訂:2026年2月)。
・合意する内容は、経済産業省の「委託研究開発におけるデータマネジメントに関する運用ガイドライン」及び農林水産省が公募時に提示するデータマネジメントについての各基本方針の内容・趣旨との齟齬が生じない範囲で、プロジェクト参加者間の合意に基づいて修正することも可能です。また、別途締結が予定されている知財合意書（又は知的財産権取扱規程など）の中に本合意書の内容を追加する形で合意形成することも可能です。
・締結時には、このテキストは削除してください。

●●●コンソーシアム　データ合意書　（雛形）

（目的）
第１条　本合意書は、農林水産省委託プロジェクト研究「○○」（以下「本プロジェクト」という。）の実施を通じて発生するデータの取扱いについて定めることにより、本プロジェクトを円滑に推考し、その成果を事業活動において効率的に活用することを目的とする。

（定義）
第２条　本合意書において、次に掲げる用語は次の定義によるものとする。
(1) 「プロジェクト参加者」とは、本プロジェクトに係る研究開発の直接の受託者、当該受託者から研究開発の一部の再委託先又は共同研究機関のうち、本合意書の契約当事者となる者をいう。
(2) 「プログラムオフィサー」とは、委託プロジェクト研究の進行管理、関係各局の調整等を行う責任者であって、農林水産省内に設置される者をいう。
(3) 「研究開発データ」とは、研究開発で取得又は収集した電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。）をいう。
(4) 「委託者指定データ」とは、国が管理するべき研究開発データであり、国に提供される研究開発データとして指定された研究開発データをいう。
(5) 「自主管理データ」とは、委託者指定データ以外の研究開発データであって、プロジェクト参加者が自主的に管理する研究開発データをいう。
(6) 「非管理データ」とは、委託者指定データ又は自主管理データ以外の特に管理を要しない研究開発データをいう。

（研究開発データのマネジメント体制）
第３条　本プロジェクトのプログラムオフィサー、外部専門家等により構成されるプロジェクト研究運営委員会（以下「運営委員会」という。）は、本プロジェクトにおける研究開発データの取扱いについて審議決定する。
２　プロジェクト参加者は、運営員会が前項の審議決定のために必要と判断した場合、運営委員会に参加することができる。
３　前各項に定めるもののほか、運営委員会の運営に関する事項は、別途定める内容によるものとする。

（本プロジェクトで取得又は収集した研究開発データの第三者への開示の事前承認）
第４条　プロジェクト参加者は、運営委員会の事前の承認を得ることなく、本プロジェクトの実施により得られた研究開発データをプロジェクト参加者以外の第三者（以下、単に「第三者」という。）に対して開示（学会又は論文による開示も含む。）、提供又は漏洩してはならない。
２　前項の定めに拘わらず、プロジェクト参加者は、次の各号に該当するデータについては、第三者に対して開示又は提供することができる。
(1) 自主管理データであって、第三者に開示又は提供することにつき運営委員会の承認が得られたデータ
(2) 委託者指定データ又は自主管理データであって、第三者への開示又は提供時点で既に公知又は公表済のデータ

（研究開発データ等の管理）
第５条　プロジェクト参加者は、委託者指定データ及び自主管理データについて、データマネジメントプランを作成して委託者及び運営委員会に提出し、データマネジメントプランに従って委託者指定データ及び自主管理データの管理を実施する。
２　プロジェクト参加者は、本プロジェクトの研究開発の進展等に従い、データマネジメントプランの内容を見直すものとし、見直し後速やかにデータマネジメントプランを委託者及び運営委員会に提出する。

（研究開発データの利用許諾）
第６条　プロジェクト参加者（以下、本項及び次項において「参加者Ａ」という。）が、本プロジェクト内での研究開発活動、又は、本プロジェクトの成果を事業化するための活動に対して、他のプロジェクト参加者（以下、本項及び次項において「参加者Ｂ」という。）が本プロジェクトの実施により取得又は収集した研究開発データ（本プロジェクト内での研究開発活動のために、参加者Ｂが本プロジェクトの実施のために持ち込んだ研究開発データを含む。）について利用許諾を求めた場合、参加者Ｂは参加者Ａに当該活動に必要な範囲で、利用許諾を行い、本プロジェクトの円滑な遂行に協力するものとする。ただし、プロジェクト参加者間で有償により利用許諾すること等の特段の取り決めがある場合はこの限りではない。
２　前項に拘わらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、参加者Ｂは、利用許諾を拒否することができるものとする。
(1) 参加者Ｂが参加者Ａに利用許諾することにより、参加者Ｂの既存又は将来の事業に支障を及ぼすこと（参加者Ｂの競争優位が損なわれることを含む。）が予想される場合
(2) 利用許諾に係る研究開発データが、参加者Ｂが本プロジェクトの実施のために持ち込んだ研究開発データであって、当該データを第三者と共有管理しているものである場合
(3) に係る研究開発データが、参加者Ｂが本プロジェクトの実施のために持ち込んだ研究開発データであって、第三者への独占的な利用許諾がなされている（利用許諾の交渉中を含む。）又は約されているものである場合
(4) その他、前各号に準じる合理的な理由がある場合
２　第１項本文に定める利用許諾に関して利用の範囲、実施料その他の事項について当事者間の協議が難航し、本プロジェクトの成果の事業化等に支障を及ぼすおそれがある場合は、運営委員会において調整し、当事者間で合理的な解決を図るものとする。
３　プロジェクト参加者は、本プロジェクトの実施に必要な研究開発データをプロジェクト参加者以外から収集する場合は、他のプロジェクト参加者も利用できる条件で収集するよう努める。
４　プロジェクト参加者が、本プロジェクトの実施により得た研究開発データについて、プロジェクト参加者に利用許諾する場合、プロジェクト参加者以外の者に利用許諾する場合と同等又はそれよりも有利な条件で行うものとする。

　（プロジェクト参加者が持ち込んだデータについての保証及び非保証）
第７条　プロジェクト参加者は、本プロジェクトの実施のために持ち込んだ自らの研究開発データ（以下「持ち込みデータ」という。）について、他のプロジェクト参加者に対して、次の各号の事項を保証する。
(1) 持ち込みデータが適法かつ正当な権限をもって取得されたものであること
(2) 持ち込みデータが改ざんされたものでないこと
(3) 持ち込みデータが法令に違反する内容を含まないこと
(4) 持ち込みデータが第三者の権利を侵害していないこと
２　プロジェクト参加者は、他のプロジェクト参加者に対して、持ち込みデータについて前項各号に規定する事項を除いて一切保証しない。

（サブライセンスを可能とする研究開発データの利用許諾）
第●条　プロジェクト参加者は、本プロジェクトの実施により取得又は収集した研究開発データについて、○○○（サブライセンスの管理機関）が求めた時には、○○○に対して第三者に対するサブライセンスを可能とする条件で利用許諾するものとする。ただし、○○○は、研究開発データを取得又は収集したプロジェクト参加者による第三者への利用許諾を優先するとともに、○○○が第三者に利用許諾するに当たっては、当該プロジェクトの参加者の事業活動に支障が生じないように配慮するものとする。
※取得・収集した研究開発データについて、プロジェクト参加者だけでなく、第三者に対しても広く利用許諾することが想定される場合に、技術研究組合やプロジェクトリーダーの所属機関等のようなマネジメントの中核機関（サブライセンスの管理機関）に対して、第三者に対するサブライセンスを可能とする条件で利用許諾しておくことで、研究開発データのサブライセンスに関する窓口を一本化することができる。そのようなことを希望する際には、本条項を追加することが望ましい。

（協議）
第８条　本合意書の解釈及びその他の事項について疑義が生じたとき並びに本合意書に定めのない事項について定める必要を生じたときは、プロジェクト参加者間で協議の上、決定するものとする。
２　前項に定める協議がまとまらない場合、運営委員会において対象事項について、審議決定するものとする。

　（本プロジェクトから脱退したプロジェクト参加者の取扱い）
第９条　プロジェクト参加者は、本プロジェクトから脱退した場合においても、本合意書により自己に課された義務を負うものとし、本合意書の規定に基づき取得した研究開発データの管理権及び利用権を失うものとする。

　（有効期間）
第１０条　本合意書は、〇〇〇〇年〇月〇により、発効し、本プロジェクトの終了まで有効とする。

　（本合意書の改定）
第１１条　プロジェクト参加者は、全てのプロジェクト参加者による同意を得て本合意書の改訂を行うことができるものとし、本合意書の改訂を行った場合は改定後の内容について速やかに委託者及び運営委員会に報告するものとする。

　（本合意書と他の契約書との関係）
第１２条　本合意書とプロジェクト参加者と国との間で締結された委託契約書との間に内容の齟齬や矛盾抵触が生じた場合は、本合意書の規定の内容に拘わらず、委託契約書で定められた規定の内容を優先するものとする。

本契約の成立を証するため、本書を書面●通又は電磁的記録を作成し、各当事者は、それぞれ記名押印若しくは署名捺印、又はこれらに代わる電磁的処理を施し、各１通又は電磁的記録を保有する。
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